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トラック運送業における働き方
改革推進のための取組について

厚生労働省和歌山労働局

労働基準部監督課



自動車運転者の時間外労働の上限規制と改善基準告示の見直し

▸ 自動車運転者の上限規制は、令和６年３月まで適用猶予。

▸ 令和６年４月以降も、時間外労働の上限は年９６０時間のみ。

自動車運転者の時間外労働の上限規制について
（働き方改革関連法）

法律による上
限（原則）
月４５時間
年３６０時間

・年７２０時間

・単月100時間未満
（休日労働含む）

・複数月平均80時間
（休日労働含む）

・法律による上限
（原則）を超えられ
るのは年６か月まで

・年９６０時間
のみ

一般労働者 自動車運転者

法律による上限
（例外）

法定労働時間
１日８時間
週４０時間
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時間外労働の上限規制と改善基準告示の適用について
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▸ 令和６年４月１日より、年960時間の時間外労働の上限規制、改正した改善基準告示が適用される。



発着荷主等に対する要請と働きかけ（取組①）
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トラック運転者の長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主だけで

は見直すことが困難なものがあるため、労働局労働基準部監督課の荷主特別

対策担当官の指揮のもと、各労働基準監督署の労働時間相談・支援班の班員

が、発着荷主等に対して要請と働きかけを行っています。

発着荷主等に対する要請の実施状況
令和５年４月～令和６年１月（和歌山局全体）

２０５件



▸ 荷主・元請運送事業者に対し、労働基準監督署から配慮を要請

労働基準監督署による荷主要請
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労働基準監督署による荷主要請
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トラック事業者に対する労働時間等説明会の開催（取組②）
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時間外労働の上限規制や改正された改善基準告示等について、ト

ラック事業者向けの説明会を開催しています。

労働時間等説明会の開催状況
令和５年４月～令和６年１月

（和歌山局全体）

７回（３４４事業場参加）



局長によるベストプラクティス企業との意見交換会の実施（取組③）
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